
（別添１） 

仕  様  書 
 

１．派遣受入事業所 

（名 称）国立大学法人秋田大学 医学系研究科・医学部 

（所在地）秋田県秋田市本道１－１－１ 

期間の制限に抵触する最初の日（事業所単位）：令和９年１２月２１日 

２．組織単位 

（名 称）調達課 

（組織の長の職名）調達課長 

３．就業場所 

（名 称）調達課 

（T E L）018-884-6019 

（所在地）派遣受入事業所と同じ 

４．就業期間 

   令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

５．指揮命令者 

（部署名）調達課 

（役 職）課長 

（氏 名）小林 一俊 

６．業務内容 

（１）支払伝票作成業務 

（請求書等の内容確認、購入部署への連絡、支払先業者への連絡、検収、会計シス

テムで支払伝票作成、伝票への押印等） 

（２）書類整理 

    （処理済み伝票の月毎、予算毎ファイリング） 

（３）その他，調達課職員の指示による補助業務 

７．業務に伴う責任の程度 

  （役職名）なし 

  （責任の程度）部下なし，付与される権限なし（担当業務の遂行責任のみ） 

８．派遣の人数 

   １名 

９．派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 

   限定する 

１０．派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 

   限定しない 



１１．就業日 

月曜目～金曜日 

１２．休 日 

土曜目，日曜日，祝日,年末年始（12/29～1/3） 

１３．就業時間 

   月曜日～金曜日8:30～17:00 

 ・休憩時間  45分（12:15～13:00） 

・労働時間が８時間を超える時間外労働を行う場合は，時間外労働開始前に15分の休

憩を設ける。 

１４．時間外労働 

有 

１５．休日労働 

有 

１６．安全衛生 

   ・ＶＤＴ作業は，連続１時間以内とし，その都度10～15分のＶＤＴ作業に従事しない時

間を与える。 

・派遣先及び派遣元は，労働者派遣法第44条から第47条の４までの規定により課された

各法令を遵守し，自己に課された法令上の責任を負う。なお，派遣就業中の安全及び

衛生については，派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし，その他につい

ては，派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 

・派遣元は，新型コロナウィルス感染防止対策に関する対応については，派遣先の指示

に従うこととする。 

１７．派遣元の派遣労働者が利用できる施設等 

   ・事務室内調度品 

・食堂，売店 

・職員駐車場（有償 1,000円/月） 

１８．派遣先責任者 

（役職・氏名・TEL）調達課長・小林一俊・018-884-6240 

１９．派遣元責任者 

  （役職・氏名・TEL）落札後記載 

２０．苦情の申出を受ける者 （派遣先） 

（部署名・役職・氏名・TEL）調達課（医学部担当）主査・菊地克康・018-884-6019 

２１．苦情の申出を受ける者（派遣元） 

（部署名・役職・氏名・TEL）落札後記載 

２２．その他 

・個人情報に関する取扱い等，業務遂行に必要となる派遣先規程を遵守すること。 



・派遣元は派遣労働者に対し段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得

できるよう教育訓練を実施し，派遣先は同種の業務に従事する派遣先の職員と同等の

知識を習得できるよう配慮する。 

・業務を遂行する上で必要と思われる事項等については，派遣先と派遣元との間で協議

し，それを実施することとする。 


